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要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の 

手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について 

 

 

認定調査等の実施については「要介護認定における「認定調査票記入の手引

き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」につ

いて」（平成 21 年 3 月 31 日老老発第 0331001 号厚生労働省老健局老人保健課

長通知。以下「課長通知」という。）に基づき実施しているところである。   

今般「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」での指摘を踏まえ、要介護

認定等の方法を見直したことに伴い「認定調査票記入の手引き」（別添１）、

「主治医意見書記入の手引き」（別添２）及び「特定疾病にかかる診断基準」

（別添３）を定め、平成 21年 10月 1日から適用することとしたので通知する。 

なお、本通知の施行に伴い、課長 通知は平成 21年 9月 30日限りで廃止する。 
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ついて、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 

「拘縮の有無」については、傷病名、疾病の程度、関節の左右や関節の動く範囲の制限の程度、

調査対象者の意欲等にかかわらず、他動運動により目的とする確認動作（図 2-1 から図 2-8）が

できるか否かにより確認する。 

 

「調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合」 

調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合は、その理由や状況について、具体的な内容を

「特記事項」に記載する。 

一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状

況で選択する。 

また、調査対象者や介護者からの聞き取り内容、選択した根拠等についても、具体的な内容を

「特記事項」に記載する。 

 

「関節の動く範囲の制限の有無の確認方法」 

 

【注意点】 

確認時には、本人または家族の同意の上で、対象部位を軽く持ち、動作の開始から終了までの間に

4～5秒程度の時間をかけてゆっくり動かして確認を行う。調査対象者が痛みを訴える場合は、それ

以上は動かさず、そこまでの状況で選択を行う。 

90度程度曲がれば「制限なし」となるため、調査対象者の状態に十分注意し、必要以上に動かさな

いようにしなくてはならない。 

動かすことが危険と判断される場合は、確認は行わない。 

 

■ 測定（検査）内容： 「2．肩関節」は、前方あるいは横のいずれかに可動域制限がある場合

を「制限あり」とする。 

  
（図 2-1） 

 

  
    （図 2-1-1） 

肩の高さくらいまで腕（上肢）を上げることができれば「制限なし」とする。 

円背の場合には、あごの高さくらいまで腕（上肢）を上げることができれば「制限なし」と

する。 



  
（図 2-2） 

 

肩の高さくらいまで腕（上肢）を上げることができれ

ば「制限なし」とする。 

＜仰臥位の場合＞ 

仰向けで寝たまま（仰臥位）の場合、左右の肩を結ん

だ高さまで腕（上肢）を動かすことができない、もしく

は、前方に腕を挙上することができなければ「制限あり」

とする。 

 

 

「3．股関節」は、屈曲または外転のどちらかに可動域制限がある場合を制限ありとする。 

図 2-3（屈曲）または図 2-4 もしくは図 2-5（外転）のいずれかができなければ「制限あり」とす

る。 

 

 

 
（図 2-3） 

 

仰向けに寝た姿勢（仰臥位）で膝を曲げ

たままで、股関節が直角（90度）程度曲が

れば「制限なし」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

仰向けに寝た姿勢（仰臥位）あるいは座

位で、膝が閉じた状態から見て、膝の内側

を 25cm 程度開く（はなす）ことができれ

ば「制限なし」とする。O 脚等の膝が閉じ

ない場合であっても、最終的に開いた距離

が 25cm 程度あるかどうかで選択を行う。

本確認動作は、膝を外側に開くことができ

るかを確認するためのものであり、内側へ

の運動に関しては問わない。 

また、片足のみの外転によって 25cm が

確保された場合も「制限なし」とするが、

もう一方の足の外転に制限がある場合、そ

の旨を特記事項に記載する。 

 
※ なお、25 ㎝程度とは拳２個分あるいは A4 フ

ァイルの短い方の長さ 

 



 
 

（図 2-4） 

 

（図 2-5） 

 

 

「４．膝関節」は、伸展もしくは屈曲方向のどちらかに可動域に制限がある場合を制限ありとする。 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

膝関節をほぼ真っ直ぐ伸ば

した状態から90°程度他動

的に曲げることができない

場合に「制限あり」とする。  

座位、うつ伏せで寝た姿勢

（腹臥位）、仰向けに寝た姿

勢（仰臥位）、のうち、調査

対象者に最も負担をかけな

いいずれか一つの方法で確

認できればよい。 

 

（図2-7） 

（図2-6） 



 
 

 

 

 

1-3 寝返り 

1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない 

 

調査項目の定義 

「寝返り」の能力を評価する項目である。 

ここでいう「寝返り」とは、きちんと横向きにならなくても、横たわったまま左右のどちらか

に身体の向きを変え、そのまま安定した状態になることが自分でできるかどうか、あるいはベッ

ド柵、サイドレールなど何かにつかまればできるかどうかの能力である。 

調査対象者に実際に行ってもらう、あるいは調査対象者や介護者からの日頃の状況に関する聞

き取り内容で選択する。 

身体の上にふとん等をかけない時の状況で選択する。 

 

選択肢の選択基準 

「1．つかまらないでできる」 

・何にもつかまらないで、寝返り（片側だけでもよい）が自力でできる場合をいう。 

・仰向けに寝ることが不可能な場合に、横向きに寝た状態（側臥位）から、うつ伏せ（腹臥位）に

向きを変えることができれば、「1.つかまらないでできる」を選択する。 

・認知症等で声かけをしない限りずっと同じ姿勢をとり寝返りをしないが、声をかければゆっくり

でも寝返りを自力でする場合、声かけのみでできれば「1.つかまらないでできる」を選択する。 

「2. 何かにつかまればできる」 

・ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等、何かにつかまれば自力で寝返りができる場合をいう。 

「3．できない」 

・介助なしでは、自力で寝返りができない等、寝返りに介助が必要な場合をいう。 

 

調査上の留意点 

「調査対象者に実際に行ってもらった場合」 

（図2-8） 
 



側臥位から腹臥位や、きちんと横向きにならなくても横たわったまま左右どちらか（片方だけ

でよい）に向きを変えられる場合は、「1.つかまらないでできる」を選択する。 

一度起き上がってから体の方向を変える行為は、寝返りとは考えない。 

自分の体の一部（膝の裏や寝巻きなど）を掴んで寝返りを行う場合（掴まないとできない場合）

は「2．何かにつかまればできる」を選択する。 

調査対象者に実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況

とが異なる場合は、一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状況において、より頻回な状況に

基づき選択を行う。 

その場合、調査対象者に実際に行ってもらった状況と、日頃の状況の違い、選択した根拠等に

ついて、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
 

「調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合」 

調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合は、その理由や状況について、具体的な内容を

「特記事項」に記載する。 

一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状

況で選択する。 

また、調査対象者や介護者からの聞き取り内容、選択した根拠等についても、具体的な内容を

「特記事項」に記載する。 

 

「福祉用具（補装具や介護用品等）や器具類を使用している場合」 

福祉用具（補装具や介護用品等）や器具類を使用している場合は、使用している状況で選択す

る。 

 

 

1-4 起き上がり 

1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない 

 

調査項目の定義 

「起き上がり」の能力を評価する項目である。 

ここでいう「起き上がり」とは、身体の上にふとんをかけないで寝た状態から上半身を起こす

ことができるかどうかの能力である。 

身体の上にふとん等をかけない時の状況で選択する。 

調査対象者に実際に行ってもらう、あるいは調査対象者や介護者からの日頃の状況に関する聞

き取り内容から、選択する。 

 

選択肢の選択基準 

「1．つかまらないでできる」 

・何にもつかまらないで自力で起き上がることができる場合をいう。習慣的に、体を支える目的で

はなく、ベッド上に手や肘をつきながら起き上がる場合も含まれる。 

「2. 何かにつかまればできる」 


